
 

 

第２３期宮城海区漁業調整委員会委員募集要領 

 

 漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１３９条第１項の規定により、次のとおり第２３期宮城海区 

漁業調整委員会の委員候補者を募集します。 

１ 募集定数 １５人 

（漁業者委員９人、学識経験委員４人、中立委員２人） 

２ 主な業務内容 漁業法第１３５条の規定に基づき、漁業権や漁業調整規則に関する知事への諮

問に対し答申すること、水産動植物の採捕制限に関する指示を行うことなど、

海区内における漁業に関する事項を処理します。 

具体的な職務内容は、宮城海区漁業調整委員会においては年間１０回程度開催

される委員会への出席や、関連する会議への出席などです。 

３ 任  期 令和７年４月１日から令和１１年３月３１日まで（４年間） 

４ 身  分 宮城県特別職（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第３項） 

５ 資格要件 漁業に関する識見を有し、委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に

行うことができ、下記の条件を満たす者 

【区分ごとの資格】 

（１）漁業者委員 

   海区漁業調整委員会が設置される海区に沿う市町村の区域内に住所又 

   は事業場を有する漁業者又は漁業従事者（１年に９０日以上、漁船を 

使用する漁業を営み、又は漁業者のために漁船を使用して行う水産動 

植物の採捕若しくは養殖に従事する者に限る。） 

（２）学識経験委員 

   資源管理及び漁業経営に関する学識経験を有する者 

（３）中立委員 

   海区漁業調整委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者 

【欠格事由】 

※次の各号のいずれかに該当する方は海区委員になることができません。 

（１） 年齢満１８年未満の者 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

（３） 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受け

ることがなくなるまでの者 

６ 申し込み方法 １２に記載されている問い合わせ先に提出書類を持参又は郵送してください。 

受付時間 午前８時３０分から午後５時まで【持参の場合】 

※土日祝日は受付しません。 

締切日の午後５時必着とする。【郵送の場合】 

７ 募集期間 令和６年９月２５日から令和６年１０月３１日まで 



 

８ 提出書類 推薦、応募の別に応じ、次の書類を提出してください。 

（１）推薦申込書、応募申込書 

 ①団体で推薦する場合 

  団体推薦－漁業者委員（様式第１号） 

  団体推薦－学識経験委員、中立委員（様式第２号） 

②個人で推薦する場合 

  個人推薦－漁業者委員（様式第３号） 

  個人推薦－学識経験委員、中立委員（様式第４号） 

  ※推薦に当たっては、漁業者委員は３人以上が連名すること。 

 ③自ら応募する場合 

  応募－漁業者委員（様式第５号） 

  応募－学識経験委員、中立委員（様式第６号） 

（２）添付書類 

 ①住民票（被推薦者、推薦者、応募者） 

 ②全部事項証明書（（１）①団体で推薦する場合であって推薦団体のみ） 

※添付書類については、発行後３か月以内のものとする。 

９ 募集状況の公表 宮城海区漁業調整委員会委員選任要綱第８条の規定に基づき、募集期間の中間

及び終了後に、次の内容を県のホームページ等で公表します。 

（１） 推薦をする者が個人である場合、氏名、職業、年齢及び性別 

（２） 推薦をする者が団体である場合、名称、目的、代表者又は管理人の氏

名、構成員の数、構成員たる資格など 

（３） 推薦を受ける者又は応募する者の氏名、職業、年齢、性別、経歴及び 

漁業経営の状況 

（４） 推薦を受けた者の数並びにそのうちの漁業者及び漁業従事者の数 

（５） 応募した者の数並びにそのうちの漁業者及び漁業従事者の数 

１０ 審査方法 提出された申込書をもとに宮城海区漁業調整委員会委員候補者審査会が評価

基準に従って審査を行います。知事は審査会の報告をもとに委員選任案を作成

し、県議会の同意を得た上で任命します。 

１１ 選任結果 選任結果は推薦者、被推薦者及び応募者に文書で通知します。 

１２ 問い合わせ先 〒９８０－８５７０ 宮城県仙台市青葉区本町３丁目８－１ 

宮城県水産林政部水産業振興課漁業調整班（県行政庁舎１２階） 

ＴＥＬ：０２２－２１１－２９３８ 

注）本要領における「漁業法」とは、「漁業法等の一部を改正する等の法律（平成３０年法律第９５号） 

附則第１６条の規定に基づき、同法による改正後の漁業法（昭和２４年法律第２６７号）」をいう。 


